
 

令和６年度 第１回 
 

青森地方最低賃金審議会 
 

 

 
                  日 時：令和６年７月４日(木)  午後３時 

                  場 所：青森第二合同庁舎１階 共用会議室 

 

 

 

会 議 次 第 
 

 

１ 開会 

 ２ 局長挨拶 

 ３ 議題   

（１） 青森県最低賃金の改正決定に関する諮問について 

（２） 青森地方最低賃金審議会最低賃金専門部会の設置について 

（３） 地方最低賃金審議会令第６条第５項の適用について 

（４） 令和６年度青森地方最低賃金審議会の開催予定について 

（５） 青森地方最低賃金審議会における議事公開の取り扱いについて 

（６） 青森地方最低賃金審議会運営規程の改定について 

（７） その他 

   ① 日本労働組合総連合会青森県連合会からの要請書について 

     ② 全労連東北地方協議会・全労連北海道地方協議会・青森県労働組合総連合から

の要請書について 

   ③ 青森県弁護士会長の声明について 

 

 ４ 閉会 
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【別添】 

 ○ 厚生労働大臣から中央最低賃金審議会あての諮問文（写） 

 

【別冊】 

○ 令和６年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会（第１回資料） 

 

 ○ 令和６年度版最低賃金決定要覧  
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2024 年 6 月 21 日 

日本銀行青森支店 

 

県 内 金 融 経 済 概 況 

【全体感】 

県内の景気は、緩やかに回復している。 

最終需要の動向をみると、公共投資は、横ばい圏内で推移している。設備投資は、

高水準で推移している。個人消費は、回復している。住宅投資は、全体としては弱めの

動きとなっている。 

生産は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、全体としては弱含んでいる。雇用・

所得情勢は、全体としては改善している。 

 

【各  論】 

１．需要項目別動向 

公共投資は、横ばい圏内で推移している。 

公共工事の発注の動きを示す公共工事請負金額は、前年を下回っている。 

設備投資は、高水準で推移している。 

３月短観（青森県）における 2024 年度の設備投資計画は、前年比増加となって

いる。 

個人消費は、回復している。 

スーパー、ドラッグストアは、堅調に推移している。コンビニエンスストアは、

横ばい圏内の動きとなっている。百貨店、ホームセンターは、弱含んでいる。家

電販売は、増加している。乗用車販売は、弱含んでいる。サービス消費（観光含む）

は、着実に回復している。 

住宅投資は、全体としては弱めの動きとなっている。 

新設住宅着工戸数は、前年を下回っている。 

   

２．生産 

生産（鉱工業生産）は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、全体として

は弱含んでいる。 

主要業種別にみると、食料品は、横ばい圏内で推移している。電子部品・デバ

イスは、持ち直している。業務用機械は、横ばい圏内で推移している。紙・パルプ

は、減少している。電気機械は、増加している。窯業・土石は、減少している。鉄

鋼は、減少している。 
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３．雇用・所得動向 

雇用・所得情勢は、全体としては改善している。 

労働需給は、引き締まっている。名目雇用者所得は、緩やかに増加している。 

 

４．物価 

消費者物価（除く生鮮食品）は、前年を上回っている。 

 

５．企業倒産 

企業倒産は、低水準ながらも幾分増加している。 

 

６．金融情勢 

預金動向をみると、前年を下回っている。 

貸出動向をみると、前年を下回っている。 

貸出約定平均金利（総合）をみると、前月に比べて上昇した。 

以  上  

本件に関するお問い合わせ先 
日本銀行青森支店総務課 
TEL：017-734-2154 
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1.経済指標 単位：％

2023/ 1-3

4-6

7-9

10-12

2024/ 1-3

2024/ 2

3

4

5

・  pは速報値、ｒは前回公表時から掲載計数を改訂したもの、ｂは定義替え等で時系列データが直前のデータと連続しない（以下同じ）。

・　出所元が四半期計数や前年比を公表していない指標は、当店で算出（以下同じ）。

・　工事費予定額は、建築着工統計における民間非居住用の工事費予定額。

・　商業動態統計販売額は、いずれも全店ベース。

単位：％

2023/ 1-3

4-6

7-9

10-12

2024/ 1-3

2024/ 2

3

4

5

・  乗用車は、普通乗用と小型乗用の合計。

・　延べ宿泊者数は、従業者数10人以上の宿泊施設の延べ宿泊者数。

・　観光施設入込客数は、県内主要観光施設への入込客数。

単位：％、倍

2023/ 1-3 r

4-6 r

7-9

10-12 r r r

2024/ 1-3

2024/ 1 r r

2 r r

3

4

・　鉱工業生産指数は、2015年を100とした速報値。

・　常用労働者数、現金給与総額は、事業所規模5人以上、2020年基準。ベンチマーク更新により、2023年12月以前と2024年1月以降の

　データは連続しない。

・　消費者物価指数は、2020年基準(青森市）。
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県内主要金融経済指標

公共投資 設備投資 個人消費
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請負金額
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単位：件、億円

2023/

2024/

2024/

・  企業倒産は、負債額10百万円以上の企業を集計。

2.金融指標 単位：億円、％

2023/

2024/
2024/

・　実質預金、貸出は、青森県銀行協会社員銀行を含む県内主要金融機関の青森県内店舗を集計。

・　青森県銀行協会社員銀行は、全国銀行預金・貸出金速報と同じベースで、青森県内店舗分を集計。

・　青森県銀行協会社員銀行以外は、銀行勘定を集計（オフショア勘定を除く、貸出については中央政府向け貸出を含む）。

・　実質預金は、預金から切手手形を控除したもの。

単位：％ポイント、％

2023/

2024/
2024/

・　青森県内に営業店を有する主要金融機関分の貸出金利を貸出残高で加重平均したもの。

・　貸出金利・貸出残高は銀行勘定の円貸出のうち、当座貸越を除いたもの。

・　「長期」は約定時の貸出期間が1年以上の貸出もしくは証書貸付を、「短期」は約定時の貸出期間が1年未満の貸出もしくは

　手形貸付と割引手形との加重平均を、それぞれ集計。
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5 3
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4191-3
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企業倒産

─

─
─

前年比
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前年比月末残高

1.861

7-9

資料出所 日本銀行青森支店
0.981月末水準 0.959
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0.001

319

支払高
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1-3

147-9
11

21

金額
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22
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▲ 0.008
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2 7

受（▲）払超

3

▲ 0.5
▲ 0.458,768 32,464 ▲ 0.2
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0.003 0.003
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13 19
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3
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11 14
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5 0.007 0.008 0.057

341

5
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▽県内企業短期経済観測調査 （資料出所：日本銀行青森支店）

・　2024年3月調査において、調査対象企業の定例見直しを実施。

・　設備投資額は、ｿﾌﾄｳｪｱ・研究開発を含む設備投資額（除く土地投資額）。

・　修正率は、前回調査時点の計数と今回調査時点の計数とを比較したもの。

・　2024年3月調査時点。

（修正率） （ ▲ 2.1 ） （ ▲ 6.4 ） （ 2.5 ）

2024年度計画 7.8 34.1 ▲ 17.6

設備投資額前年比

全産業
（％）

製造業
（％）

非製造業
（％）

2023年度見込み ▲ 4.4 ▲ 17.7 13.4

12月 5 ▲ 14 16

（先行き） （ 2 ） （ ▲ 6 ） （ 6 ）
2024/3月

▲ 10 9

9月 4 ▲ 13 12

0 ▲ 12 7

業況判断D.I.

全産業
（％ﾎﾟｲﾝﾄ）

製造業
（％ﾎﾟｲﾝﾄ）

非製造業
（％ﾎﾟｲﾝﾄ）

2023/6月 2

 4 6
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労
働
市
場
の
動
き
（
令
和
６
年
５
月
）
 

 
青
森
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
安
定
課
 

  
○
 
県
内
の
景
気
の
動
向
 

 
 
〇
 
本
県
経
済
は
、
一
部
に
足
踏
み
も
み
ら
れ
る
が
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。
 

【
青
森
県
：
青
森
県
経
済
統
計
報
告
】
 

  
 
〇
 
県
内
の
景
気
は
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。
  

最
終
需
要
の
動
向
を
み
る
と
、
公
共
投
資
は
、
横
ば
い
圏
内
で
推
移
し
て
い
る
。

設
備
投
資
は
、
高
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。
個
人
消
費
は
、
回
復
し
て
い
る
。
住
宅

投
資
は
、
全
体
と
し
て
は
弱
め
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
  

生
産
は
、
一
部
に
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
弱
含

ん
で
い
る
。
雇
用
・
所
得
情
勢
は
、
全
体
と
し
て
は
改
善
し
て
い
る
。
 

【
日
本
銀
行
青
森
支
店
：
県
内
金
融
経
済
概
況
６
月
公
表
分
】
 

 

〇
 

20
24
 
(
令

和
６

)
年

５
月

度
の

青
森

県
企

業
倒

産
は

11
件

(
前

年
同

月
比

26
6.
66
％
増
)、

負
債
総
額
は

14
億

3,
80
0
万
円
(同

23
0.
57
％
増
)と

な
っ
た
。
倒

産
件
数
は
、
前
年
同
月
比
で
８
件
、
前
月
比
で
も
６
件
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
、
倒
産

件
数
が
二
桁
を
超
え
る
の
は

20
23
（
令
和
５
年
）
６
月
度
ぶ
り
で
今
年
初
。
負
債

総
額
は
、
引
き
続
き
資
本
余
力
に
乏
し
い
中
小
・
零
細
企
業
の
倒
産
が
目
立
っ
た

も
の
の
、
過
剰
債
務
を
抱
え
た
（
株
）
サ
イ
キ
の
倒
産
（
負
債
額
９
億

7,
80
0
万
円
）

が
全
体
を
押
し
上
げ
、
前
年
同
月
比
で

10
億

30
0
万
円
、
前
月
比
で
も

10
億

9,
20
0

万
円
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
、
負
債
総
額

10
億
円
を
超
え
る
の
も
今
年
初
。
一
旦
小
康

状
態
に
入
っ
た
よ
う
に
見
え
た
倒
産
動
向
は
、
再
び
増
勢
に
転
じ
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
う
ち
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
関
連
倒
産
は
２
件
の
発
生
に
留
ま
り
、
コ

ロ
ナ
禍
以
前
よ
り
経
営
環
境
の
厳
し
い
企
業
の
倒
産
が
全
体
的
に
多
か
っ
た
。
昨

今
の
原
価
高
な
ど
に
よ
り
収
益
環
境
は
悪
化
の
一
途
に
あ
る
だ
け
に
、
こ
こ
に
き

て
耐
え
切
れ
ず
、
行
き
詰
ま
り
が
表
面
化
し
た
と
言
え
る
。
 

内
閣
府
が
５
月

27
日
に
リ
リ
ー
ス
し
た
月
例
経
済
報
告
で
は
、「

景
気
は
こ
の
と

こ
ろ
ー
部
に
足
踏
み
も
み
ら
れ
る
が
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」
と
い
う
基
調
判

断
を
４
カ
月
連
続
で
維
持
し
た
。
ま
た
、
企
業
の
「
業
況
判
断
」
に
関
し
て
も
「
改

善
し
て
い
る
」
と
い
う
判
断
を
継
続
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
脱
却
が
進
み
、

人
流
の
回
復
と
と
も
に
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
消
費
拡
大
に
よ
る
観
光
産
業
の
活
性
化
な

ど
、
好
転
材
料
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
多
く
の
企
業
に
と

っ
て
は
昨
今
の
物
価
高
、
人
手
不
足
、
過
剰
債
務
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
重
く
圧
し

か
か
り
、
収
益
環
境
を
改
善
で
き
ず
に
い
る
。
こ
れ
に
、
建
設
業
、
運
輸
業
な
ど
へ

の
「
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
」、

い
わ
ゆ
る
「
20
24

年
問
題
」
の
本
格
化
す
れ
ば
、

更
な
る
障
害
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
れ
ら
要
因
が
複
合
的
に
影
響
す
る
こ
と

に
よ
り
、
今
後
倒
産
動
向
が
増
勢
を
強
め
る
可
能
性
は
十
分
高
い
だ
ろ
う
。
 

【（
株
）
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
青
森
支
店
：
20
24
（
令
和
６
）
年
５
月
度
青
森
県
企
業
倒
産
状
況
】
 

  
 
 
雇
用
情
勢
を
み
る
と
、
月
間
有
効
求
職
者
数
（
季
節
調
整
値
）
は
23
,4
16
人
で
前
月

に
比
べ
3.
7％

（
83
1人

）
増
加
、
月
間
有
効
求
人
数
（
同
）
は
25
,7
79
人
で
前
月
に
比

べ
0.
8％

（
20
2人

）
増
加
と
な
っ
た
。
有
効
求
人
倍
率
（
同
）
は
1.
10
倍
で
前
月
に
比

べ
0.
03
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
 

 
 
 
新
規
求
人
倍
率
（
季
節
調
整
値
）
は
1.
65
倍
で
、
前
月
に
比
べ
0.
28
ポ
イ
ン
ト
低
下

し
た
。
ま
た
、
就
業
地
別
有
効
求
人
倍
率
（
同
）
は
1.
24
倍
と
な
り
、
前
月
に
比
べ

0.
02
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
 

 
 
 
正
社
員
有
効
求
人
倍
率
（
原
数
値
）
は
0.
94
倍
で
前
年
同
月
に
比
べ
0.
03
ポ
イ
ン
ト

低
下
し
た
。
 

  
○
 
労
働
市
場
の
概
況
 

 
 
 
月
間
有
効
求
人
全
数
（
学
卒
を
除
き
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
含
む
原
数
値
）
は
、
前
年
同

月
比
5.
5％

（
1,
50
0人

）
減
少
の
25
,9
08
人
、
全
数
の
う
ち
常
用
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を

除
く
原
数
値
）
は
同
2.
3％

（
39
3人

）
減
少
の
16
,4
59
人
と
な
っ
た
。
 

 
 
 
月
間
有
効
求
職
者
全
数
（
同
）
は
、
前
年
同
月
比
2.
1％

（
51
1人

）
増
加
の
24
,3
67

11
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人
、
全
数
の
う
ち
常
用
（
同
）
は
同
2.
3％

（
32
9人

）
増
加
の
14
,4
65
人
と
な
っ
た
。
 

 
 
 
こ
の
結
果
、
全
数
の
有
効
求
人
倍
率
（
原
数
値
）
は
1.
06
倍
と
な
り
、
前
年
同
月
か

ら
0.
09
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
 

 
 
 
新
規
求
人
倍
率
（
原
数
値
）
は
1.
61
倍
で
、
前
年
同
月
を
0.
14
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ

た
。
 

 
 
 
パ
ー
ト
タ
イ
ム
有
効
求
人
全
数
（
原
数
値
）
は
、
前
年
同
月
比
10
.8
％
（
99
7人

）

減
少
の
8,
21
3人

、
同
有
効
求
職
者
全
数
（
同
）
は
同
1.
0％

（
88
人
）
増
加
の
8,
96
7

人
と
な
り
、
同
有
効
求
人
倍
率
は
0.
92
倍
で
前
年
同
月
を
0.
12
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ
た
。
 

  
○
 
求
人
の
動
向
 

 
 
 
新
規
求
人
全
数
（
学
卒
を
除
き
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
含
む
原
数
値
）
は
、
前
年
同
月
比

1.
2％

（
11
4人

）
減
少
の
9,
08
1人

、
全
数
の
う
ち
常
用
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
除
く
原

数
値
）
は
同
2.
1％

（
11
8人

）
増
加
の
5,
76
4人

、
臨
時
・
季
節
は
同
9.
4％

（
53
人
）

減
少
の
51
0人

、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
は
同
6.
0％

（
17
9人

）
減
少
の
2,
80
7人

と
な
っ
た
。
 

 
 
 
ま
た
、
産
業
別
新
規
求
人
全
数
の
前
年
同
月
比
は
、
サ
ー
ビ
ス
業
12
.1
％
（
14
7

人
）
等
で
増
加
し
、
卸
売
業
，
小
売
業
17
.2
％
（
23
3人

）
、
宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ

ス
業
24
.7
％
（
15
9人

）
等
で
減
少
し
た
。
 

 
 
 
製
造
業
の
内
訳
を
み
る
と
、
繊
維
工
業
39
.5
％
（
15
人
）、

輸
送
用
機
械
器
具
製
造

業
22
5.
0％

（
18
人
）
等
で
増
加
し
、
食
料
品
製
造
業
，
飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造

業
12
.1
％
（
46
人
）、

電
子
機
械
器
具
製
造
業
79
.4
％
（
54
人
)等

で
減
少
し
た
。
 

 
 
 
新
規
求
人
数
に
お
け
る
正
社
員
求
人
数
の
割
合
は
52
.7
％
で
前
年
同
月
を
3.
0ポ

イ

ン
ト
上
回
り
、
有
効
求
人
数
に
お
け
る
割
合
は
52
.5
％
で
前
年
同
月
を
2.
7ポ

イ
ン
ト

上
回
っ
た
。
 

 

 
○
 
求
職
の
動
向
 

 
 
 
新
規
求
職
申
込
件
数
全
数
（
学
卒
を
除
き
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
含
む
原
数
値
）
は
、
前

年
同
月
比
7.
8％

（
41
1件

）
増
加
の
5,
65
3件

と
な
っ
た
。
全
数
の
う
ち
常
用
（
パ
ー

ト
タ
イ
ム
を
除
く
）
は
同
5.
7％

（
17
7件

）
増
加
の
3,
30
6件

、
臨
時
・
季
節
（
同
）

は
同
39
.2
％
（
12
4件

）
増
加
の
44
0件

、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
は
同
6.
1％

（
11
0件

）
増
加

の
1,
90
7件

と
な
っ
た
。
 

 
 
 
中
高
年
齢
者
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
除
く
原
数
値
）
は
、
前
年
同
月
比
15
.4
％
（
27
9

件
）
増
加
の
2,
09
6件

と
な
っ
た
。
 

 
 
 
ま
た
、
新
規
求
職
者
全
数
に
お
け
る
雇
用
保
険
受
給
資
格
決
定
件
数
の
割
合
は

60
.1
％
（
前
年
同
月
55
.9
％
）、

常
用
新
規
求
職
者
に
占
め
る
基
本
手
当
受
給
資
格
決

定
件
数
の
割
合
は
67
.0
％
（
同
61
.2
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
常
用
新
規
求
職
者
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
含
む
原
数
値
）
の
希
望
職
種
別
構
成
は
、
専

門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者
10
.0
％
（
前
年
同
月
10
.3
％
）、

事
務
従
事
者
19
.7
％

（
同
19
.3
％
）、

販
売
従
事
者
5.
0％

（
同
6.
1％

）、
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者
11
.1
％

（
同
11
.7
％
）、

生
産
工
程
従
事
者
7.
1％

（
同
6.
8％

）、
運
搬
・
清
掃
・
包
装
等
従
事

者
14
.5
％
（
同
13
.6
％
）
等
と
な
っ
て
い
る
。
 

  
○
 
就
職
の
動
向
 

 
 
 
就
職
全
数
（
学
卒
を
除
き
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
含
む
原
数
値
）
は
、
前
年
同
月
比

6.
7％

（
14
1件

）
減
少
の
1,
96
5件

、
全
数
の
う
ち
常
用
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
除
く
原

数
値
）
は
同
0.
9％

（
10
件
）
減
少
の
1,
07
9件

、
臨
時
・
季
節
（
同
）
は
同
18
.1
％

（
21
件
）
減
少
の
95
件
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
は
同
12
.2
％
（
11
0件

）
減
少
の
79
1件

と
な

っ
た
。
 

 
 
 
ま
た
、
雇
用
保
険
基
本
手
当
受
給
者
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
除
く
原
数
値
）
の
就
職
件

12



 
-
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 -

数
は
前
年
同
月
比
1.
5％

（
６
件
）
増
加
の
40
2件

と
な
っ
た
。
 

 
 
 
受
給
資
格
決
定
件
数
（
基
本
手
当
）
に
対
す
る
就
職
率
は
13
.7
％
（
前
年
同
月

15
.8
％
）
と
前
年
同
月
を
2.
1ポ

イ
ン
ト
下
回
っ
た
。
 

 
 
 
パ
ー
ト
を
含
む
常
用
の
新
規
求
職
者
に
対
す
る
就
職
率
を
み
る
と
、
34
.3
％
（
同

38
.5
％
）
と
前
年
同
月
を
4.
2ポ

イ
ン
ト
下
回
っ
た
。
 

 
 
 
ま
た
、
常
用
求
職
者
全
数
に
対
す
る
就
職
件
数
（
1,
78
1件

）
の
職
種
別
構
成
は
、

専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者
13
.1
％
（
23
3件

）、
事
務
従
事
者
17
.8
％
（
31
7件

）、

販
売
従
事
者
5.
6％

（
99
件
）、

サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者
20
.0
％
（
35
6件

）、
生
産
工
程

従
事
者
9.
7％

（
17
2件

）、
運
搬
・
清
掃
・
包
装
等
従
事
者
17
.7
％
（
31
5件

）
等
と
な

っ
て
い
る
。
 

  
○
 
充
足
の
動
向
 

 
 
 
充
足
全
数
（
学
卒
を
除
き
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
含
む
原
数
値
）
は
、
前
年
同
月
4.
4％

（
87
件
）
減
少
の
1,
89
8件

と
な
っ
た
。
 

 
 
 
ま
た
、
産
業
別
で
み
る
と
、
充
足
全
数
の
う
ち
前
年
同
月
比
で
建
設
業
12
.7
％
（
17

人
）
等
で
増
加
し
、
宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
18
.6
％
（
21
人
）
等
で
減
少
し
た
。
 

 ※
 
「
新
規
求
職
者
全
数
に
お
け
る
雇
用
保
険
受
給
資
格
決
定
件
数
の
割
合
」、
「
常
用
新
規
求
職
者
に

占
め
る
基
本
手
当
受
給
資
格
決
定
件
数
の
割
合
」
及
び
「
基
本
手
当
受
給
資
格
決
定
件
数
に
対
す
る

就
職
率
」
は
、
い
ず
れ
も
速
報
値
で
あ
り
、
修
正
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
 

 ※
 
職
業
名
は
、
平
成
21
（
20
09
）
年
12
月
改
定
の
「
日
本
標
準
職
業
分
類
」
に
基
づ
く
区
分
で
あ

る
。
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①
有
効
求
人
数

（
受
理
地
別
）

②
有
効
求
人
数

（
就
業
地
別
）

差

（
②
－
①
）

③
有
効
求
職
者
数

④
有
効
求
人
倍
率

（
受
理
地
別
）

⑤
有
効
求
人
倍
率

（
就
業
地
別
）

差

（
⑤
－
④
）

R
4
.0
5

2
6
,9
9
6

2
9
,9
9
9

3
,0
0
3

2
3
,5
7
7

1
.1
5

1
.2
7

0
.1
2

R
4
.0
6

2
7
,5
2
3

3
0
,5
9
8

3
,0
7
5

2
3
,6
2
4

1
.1
7

1
.3
0

0
.1
3

R
4
.0
7

2
7
,4
4
4

3
0
,6
4
3

3
,1
9
9

2
3
,2
7
8

1
.1
8

1
.3
2

0
.1
4

R
4
.0
8

2
7
,3
7
9

3
0
,4
1
8

3
,0
3
9

2
3
,1
0
4

1
.1
9

1
.3
2

0
.1
3

R
4
.0
9

2
7
,3
3
7

3
0
,2
4
2

2
,9
0
5

2
3
,0
3
6

1
.1
9

1
.3
1

0
.1
2

R
4
.1
0

2
7
,5
8
1

3
0
,4
6
0

2
,8
7
9

2
3
,2
4
4

1
.1
9

1
.3
1

0
.1
2

R
4
.1
1

2
7
,6
6
6

3
0
,5
3
7

2
,8
7
1

2
3
,1
2
8

1
.2
0

1
.3
2

0
.1
2

R
4
.1
2

2
7
,8
3
7

3
0
,6
2
6

2
,7
8
9

2
2
,8
5
7

1
.2
2

1
.3
4

0
.1
2

R
5
.0
1

2
7
,6
8
4

3
0
,6
3
3

2
,9
4
9

2
2
,9
2
5

1
.2
1

1
.3
4

0
.1
3

R
5
.0
2

2
7
,6
9
6

3
0
,8
0
9

3
,1
1
3

2
3
,2
7
9

1
.1
9

1
.3
2

0
.1
3

R
5
.0
3

2
7
,6
4
0

3
0
,6
6
8

3
,0
2
8

2
3
,1
9
6

1
.1
9

1
.3
2

0
.1
3

R
5
.0
4

2
7
,5
8
7

3
0
,5
2
3

2
,9
3
6

2
2
,9
6
8

1
.2
0

1
.3
3

0
.1
3

R
5
.0
5

2
7
,3
8
9

3
0
,4
0
3

3
,0
1
4

2
2
,8
1
9

1
.2
0

1
.3
3

0
.1
3

R
5
.0
6

2
7
,1
2
7

3
0
,1
9
2

3
,0
6
5

2
2
,9
0
9

1
.1
8

1
.3
2

0
.1
4

R
5
.0
7

2
7
,0
3
5

3
0
,1
0
7

3
,0
7
2

2
3
,0
8
1

1
.1
7

1
.3
0

0
.1
3

R
5
.0
8

2
6
,8
8
7

2
9
,8
9
3

3
,0
0
6

2
3
,0
1
6

1
.1
7

1
.3
0

0
.1
3

R
5
.0
9

2
6
,8
9
0

2
9
,9
3
6

3
,0
4
6

2
3
,0
4
7

1
.1
7

1
.3
0

0
.1
3

R
5
.1
0

2
6
,8
8
5

2
9
,8
9
6

3
,0
1
1

2
2
,9
3
2

1
.1
7

1
.3
0

0
.1
3

R
5
.1
1

2
6
,6
5
9

2
9
,7
5
4

3
,0
9
5

2
3
,0
3
9

1
.1
6

1
.2
9

0
.1
3

R
5
.1
2

2
6
,7
3
7

3
0
,0
7
2

3
,3
3
5

2
3
,1
7
9

1
.1
5

1
.3
0

0
.1
5

R
6
.0
1

2
6
,5
8
4

2
9
,7
3
6

3
,1
5
2

2
2
,9
3
6

1
.1
6

1
.3
0

0
.1
4

R
6
.0
2

2
6
,6
7
7

2
9
,8
5
4

3
,1
7
7

2
3
,2
9
3

1
.1
5

1
.2
8

0
.1
3

R
6
.0
3

2
5
,5
9
2

2
8
,7
6
7

3
,1
7
5

2
2
,6
0
1

1
.1
3

1
.2
7

0
.1
4

R
6
.0
4

2
5
,5
7
7

2
8
,5
6
0

2
,9
8
3

2
2
,5
8
5

1
.1
3

1
.2
6

0
.1
3

R
6
.0
5

2
5
,7
7
9

2
8
,9
8
6

3
,2
0
7

2
3
,4
1
6

1
.1
0

1
.2
4

0
.1
4

-
 
4
 
-

受
理
地
別
・
就
業
地
別
有
効
求
人
倍
率
等
の
推
移
(全
数
）

※
各
数
値
は
季
節
調
整
値

(注
）
季
節
調
整
法
は
セ
ン
サ
ス
局
法
Ⅱ
（
X
-1
2
-A
R
IM
A
)に
よ
る
。
な
お
、
令
和
５
年
1
2
月
以
前
の
数
値
は
、
令
和
６
年
１
月
分
公
表
時
に
新
季
節
指
数
に
よ
り
改
定
さ
れ
て
い
る
。

1
.1
5

1
.1
7

1
.1
8

1
.1
9

1
.1
9

1
.1
9

1
.2
0

1
.2
2

1
.2
1

1
.1
9

1
.1
9

1
.2
0

1
.2
0

1
.1
8

1
.1
7

1
.1
7

1
.1
7

1
.1
7

1
.1
6

1
.1
5

1
.1
6

1
.1
5

1
.1
3

1
.1
3

1
.1
0

1
.2
7

1
.3
0

1
.3
2

1
.3
2

1
.3
1

1
.3
1

1
.3
2

1
.3
4

1
.3
4

1
.3
2

1
.3
2

1
.3
3

1
.3
3

1
.3
2

1
.3
0

1
.3
0

1
.3
0

1
.3
0

1
.2
9

1
.3
0

1
.3
0

1
.2
8

1
.2
7

1
.2
6

1
.2
4

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

1.
10

1.
20

1.
30

1.
40

1.
50

0

10
,0

00

20
,0

00

30
,0

00

40
,0

00

50
,0

00

R4
.0

5
R4

.0
6

R4
.0

7
R4

.0
8

R4
.0

9
R4

.1
0

R4
.1

1
R4

.1
2

R5
.0

1
R5

.0
2

R5
.0

3
R5

.0
4

R5
.0

5
R5

.0
6

R5
.0

7
R5

.0
8

R5
.0

9
R5

.1
0

R5
.1

1
R5

.1
2

R6
.0

1
R6

.0
2

R6
.0

3
R6

.0
4

R6
.0

5

①
有
効
求
人
数

（
受
理
地
別
）

②
有
効
求
人
数

（
就
業
地
別
）

③
有
効
求
職
者
数

④
有
効
求
人
倍
率

（
受
理
地
別
）

⑤
有
効
求
人
倍
率

（就
業
地
別
）

（
人
）

（
倍
）

14



当
　

　
　

　
　

月
前

 年
 同

 月
対

　
　

比
当

　
　

　
　

　
月

対
　

　
比

１
5
,6

5
3

5
,2

4
2

7
.8

３
４

1
,8

9
8

1
,9

8
5

▲
 4

.4
２

3,
30

6
3,

12
9

5.
7

３
５

1,
05

5
1,

02
4

3.
0

３
44

0
31

6
39

.2
３

６
３

４
の

う
ち

臨
時

・
季

節
95

10
1

▲
 5

.9
４

1,
90

7
1,

79
7

6.
1

３
７

３
４

の
う

ち
パ

ー
ト

タ
イ

ム
74

8
86

0
▲

 1
3
.0

５
４

の
う

ち
臨

時
・
季

節
22

17
29

.4
３

８
３

７
の

う
ち

臨
時

・
季

節
78

94
▲

 1
7
.0

６
2,

09
6

1,
81

7
15

.4
３

９
新

規
求

人
倍

率
（
季

節
調

整
値

・
全

数
）

1
.6

5
(前

月
)

1
.9

3
▲

 0
.2

8
７

1,
35

2
1,

24
8

8.
3

４
０

新
規

求
人

倍
率

（
原

数
値

・
全

数
）

1
.6

1
1
.7

5
▲

 0
.1

4
８

2
4
,3

6
7

2
3
,8

5
6

2
.1

４
１

新
規

求
人

倍
率

（
原

数
値

・
常

用
）

1.
59

1.
69

▲
 0

.1
0

９
14

,4
65

14
,1

36
2.

3
４

２
新

規
求

人
倍

率
（
原

数
値

・
臨

時
）

1.
78

2.
69

▲
 0

.9
1

１
０

93
5

84
1

11
.2

４
３

有
効

求
人

倍
率

（
季

節
調

整
値

・
全

数
）

1
.1

0
(前

月
）

1
.1

3
▲

 0
.0

3
１

１
8,

96
7

8,
87

9
1.

0
４

４
有

効
求

人
倍

率
（
原

数
値

・
全

数
）

1
.0

6
1
.1

5
▲

 0
.0

9
１

２
１

１
の

う
ち

臨
時

・
季

節
70

84
▲

 1
6
.7

４
５

有
効

求
人

倍
率

（
原

数
値

・
常

用
）

1.
02

1.
10

▲
 0

.0
8

１
３

8,
29

1
7,

90
6

4.
9

４
６

有
効

求
人

倍
率

（
原

数
値

・
臨

時
）

1.
98

2.
48

▲
 0

.5
0

１
４

6,
05

8
5,

89
7

2.
7

４
７

就
職

率
（
２

６
÷

１
×

１
０

０
）

3
4
.8

4
0
.2

▲
 5

.4
１

５
9
,0

8
1

9
,1

9
5

▲
 1

.2
４

８
常

用
就

職
率

（
パ

ー
ト

タ
イ

ム
を

含
む

）
3
4
.3

3
8
.5

▲
 4

.2
１

６
5,

76
4

5,
64

6
2.

1
４

９
中

高
年

就
職

率
（
３

１
÷

６
×

１
０

０
）

2
7
.9

3
2
.3

▲
 4

.4
１

７
51

0
56

3
▲

 9
.4

５
０

同
上

パ
ー

ト
タ

イ
ム

就
職

率
（
３

２
÷

７
×

１
０

０
）

3
6
.7

4
6
.7

▲
 1

0
.0

１
８

2,
80

7
2,

98
6

▲
 6

.0
５

１
2
0
.9

2
1
.6

▲
 0

.7
１

９
１

８
の

う
ち

臨
時

・
季

節
31

3
33

3
▲

 6
.0

５
２

1
8
.3

1
8
.1

0
.2

２
０

2
5
,9

0
8

2
7
,4

0
8

▲
 5

.5
５

３
離

職
票

交
付

枚
数

（
基

本
手

当
・
高

年
齢

・
短

時
間

）
3
,6

3
4

3
,2

4
2

1
2
.1

２
１

16
,4

59
16

,8
52

▲
 2

.3
５

４
離

職
票

交
付

枚
数

（
短

期
特

例
）

5
2
8

3
7
7

4
0
.1

２
２

1,
23

6
1,

34
6

▲
 8

.2
５

５
3
,4

0
0

2
,9

2
9

1
6
.1

２
３

8,
21

3
9,

21
0

▲
 1

0
.8

５
６

５
５

の
う

ち
基

本
手

当
2,

21
6

1,
91

5
15

.7
２

４
２

３
の

う
ち

臨
時

・
季

節
74

9
95

0
▲

 2
1
.2

５
７

５
５

の
う

ち
高

年
齢

71
9

59
6

20
.6

２
５

4
,7

9
4

4
,7

2
4

1
.5

５
８

５
５

の
う

ち
短

期
特

例
46

5
41

8
11

.2
２

６
1
,9

6
5

2
,1

0
6

▲
 6

.7
５

９
初

回
受

給
者

数
（
基

本
手

当
）

1
,8

5
1

1
,7

4
0

6
.4

２
７

1,
07

9
1,

08
9

▲
 0

.9
６

０
6
,4

4
3

6
,0

6
7

6
.2

２
８

95
11

6
▲

 1
8
.1

６
１

６
０

の
う

ち
基

本
手

当
5,

51
2

5,
04

7
9.

2
２

９
79

1
90

1
▲

 1
2
.2

６
２

６
０

の
う

ち
高

年
齢

72
5

74
0

▲
 2

.0
３

０
２

９
の

う
ち

臨
時

・
季

節
89

10
2

▲
 1

2
.7

６
３

６
０

の
う

ち
短

期
特

例
20

6
28

0
▲

 2
6
.4

３
１

58
5

58
7

▲
 0

.3
６

４
雇

用
保

険
支

給
金

額
（
６

５
＋

６
６

＋
６

７
）
（
千

円
）

8
6
7
,6

5
3

7
.1

３
２

49
6

58
3

▲
 1

4
.9

６
５

66
3,

46
4

58
9,

25
5

12
.6

３
３

40
2

39
6

1.
5

６
６

15
9,

51
4

16
1,

82
4

▲
 1

.4
６

７
44

,6
75

59
,1

30
▲

 2
4
.4

（
注

３
）
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
除

く
求

人
倍

率
（
原

数
値

）
は

次
の

通
り

で
あ

る
。

（
　

）
内

は
前

年
同

月
。

  
  
  
  
  
 新

規
求

人
倍

率
　

　
 全

数
 ０

．
０

０
 （

０
．

０
０

）
　

 常
用

 ０
．

０
０

 （
０

．
０

０
）
　

 臨
時

・
季

節
 ０

．
０

０
 （

０
．

０
０

）

（
注

２
）
　

「
う

ち
常

用
」
、

「
う

ち
臨

時
・
季

節
」
は

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
除

く
。

  
  
  
  
  
 有

効
求

人
倍

率
　

　
 全

数
 ０

．
０

０
（
０

．
０

０
）
　

 常
用

 ０
．

０
０

 （
０

．
０

０
）
　

 臨
時

・
季

節
 ０

．
０

０
 （

０
．

０
０

）
（
注

４
）
　

受
給

資
格

決
定

件
数

の
う

ち
「
５

５
の

う
ち

基
本

手
当

」
の

「
当

月
」
は

速
報

値
で

あ
り

、
修

正
が

あ
り

得
る

。

６
４

の
う

ち
短

期
特

例

（
資

料
）
　

青
森

労
働

局
職

業
安

定
部

職
業

安
定

課
「
職

業
安

定
業

務
統

計
」
「
雇

用
保

険
事

業
統

計
」
。

（
注

１
）
　

「
求

人
倍

率
」
は

新
規

学
卒

を
除

き
パ

ー
ト

タ
イ

ム
を

含
む

。

２
６

の
う

ち
パ

ー
ト

タ
イ

ム

２
６

の
う

ち
中

高
年

齢
者

(一
般

フ
ル

タ
イ

ム
)

  
  
  
  
 新

規
求

人
倍

率
　

　
 全

数
 １

．
６

７
 （

１
．

８
０

）
　

 常
用

 １
．

７
４

 （
１

．
８

０
）
　

 臨
時

・
季

節
 1

．
１

６
 （

１
．

７
８

）

8
1
0
,2

0
9

２
６

の
う

ち
中

高
年

齢
者

(一
般

パ
ー

ト
タ

イ
ム

)
６

４
の

う
ち

基
本

手
当

２
６

の
う

ち
基

本
手

当
受

給
者

（
パ

ー
ト

タ
イ

ム
を

除
く
）

６
４

の
う

ち
高

年
齢

２
０

の
う

ち
パ

ー
ト

タ
イ

ム

紹
介

件
数

就
職

件
数

（
２

７
＋

２
８

＋
２

９
）

２
６

の
う

ち
常

用
受

給
者

実
人

員
（
６

１
＋

６
２

＋
６

３
）

１
５

の
う

ち
常

用
１

５
の

う
ち

臨
時

・
季

節
１

５
の

う
ち

パ
ー

ト
タ

イ
ム

２
６

の
う

ち
臨

時
・
季

節

充
足

率
（
３

４
÷

１
５

×
１

０
０

）
同

上
常

用
充

足
率

（
３

５
÷

１
６

×
１

０
０

）
月

間
有

効
求

人
数

（
２

１
＋

２
２

＋
２

３
）

２
０

の
う

ち
常

用
２

０
の

う
ち

臨
時

・
季

節
受

給
資

格
決

定
件

数
（
５

６
＋

５
７

＋
５

８
）

８
の

う
ち

常
用

８
の

う
ち

臨
時

・
季

節
８

の
う

ち
パ

ー
ト

タ
イ

ム

８
の

う
ち

中
高

年
齢

者
(一

般
フ

ル
タ

イ
ム

)
８

の
う

ち
中

高
年

齢
者

(一
般

パ
ー

ト
タ

イ
ム

)

新
規

求
人

数
（
１

６
＋

１
７

＋
１

８
）

３
４

の
う

ち
常

用
１

の
う

ち
臨

時
・
季

節
１

の
う

ち
パ

ー
ト

タ
イ

ム

１
の

う
ち

中
高

年
齢

者
(一

般
フ

ル
タ

イ
ム

)
１

の
う

ち
中

高
年

齢
者

(一
般

パ
ー

ト
タ

イ
ム

)
月

間
有

効
求

職
者

数
（
９

＋
１

０
＋

１
１

）

  
  
  
  
 有

効
求

人
倍

率
　

　
 全

数
 １

．
１

５
 （

１
．

２
２

）
　

 常
用

 １
．

１
４

 （
１

．
１

９
）
　

 臨
時

・
季

節
 １

．
３

２
 （

１
．

６
０

）

職
 業

 紹
 介

 ・
 雇

 用
 保

 険
 主

 要
 指

 標
令

和
６

年
５

月
（
単

位
：
人

、
倍

、
％

）

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

分
区

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

前
 年

 同
 月

新
規

求
職

者
数

（
２

＋
３

＋
４

）
充

足
数

（
３

５
＋

３
６

＋
３

７
）

１
の

う
ち

常
用

- 
5 

-

15



令
和

６
年

５
月

区
　

　
　

分
対

 前
 年

 う
 ち

 う
 ち

 う
 ち

 う
 ち

対
 前

 年
 う

 ち
 う

 ち
 う

 ち
 う

 ち
同

 期
 比

常
  

  
用

臨
時

季
節

パ
ー

ト
タ

イ
ム

う
ち

常
用

中
 高

 年
同

 期
 比

常
  

  
用

臨
時

季
節

パ
ー

ト
タ

イ
ム

う
ち

常
用

中
 高

 年
２

６
年

度
1
0
0
,6

7
3

▲
 6

.8
6
0
,9

2
5

1
6
,2

1
4

2
3
,5

3
4

2
3
,3

1
7

3
1
,3

0
0

3
6
0
,5

8
7

▲
 7

.3
2
3
6
,1

7
4

3
1
,3

9
9

9
3
,0

1
4

9
2
,4

1
9

1
0
8
,6

9
2

２
７

年
度

9
2
,6

9
8

▲
 7

.9
5
6
,0

0
5

1
4
,4

4
9

2
2
,2

4
4

2
2
,0

5
0

2
9
,4

5
5

3
3
3
,6

6
9

▲
 7

.5
2
1
5
,8

0
3

2
8
,1

4
8

8
9
,7

1
8

8
9
,1

6
6

1
0
1
,8

6
2

２
８

年
度

8
4
,1

4
3

▲
 9

.2
5
1
,1

8
8

1
2
,3

4
8

2
0
,6

0
7

2
0
,4

4
3

2
7
,4

9
3

3
0
3
,7

1
5

▲
 9

.0
1
9
6
,2

8
5

2
2
,6

6
9

8
4
,7

6
1

8
4
,2

9
3

9
4
,6

5
4

２
９

年
度

7
8
,4

6
2

▲
 6

.8
4
7
,4

2
2

1
0
,8

0
3

2
0
,2

3
7

2
0
,0

8
8

2
6
,1

7
6

2
8
8
,6

7
0

▲
 5

.0
1
8
3
,2

6
0

2
0
,4

9
3

8
4
,9

1
7

8
4
,4

8
4

9
1
,6

8
3

３
０

年
度

7
4
,0

1
0

▲
 5

.7
4
3
,9

2
5

9
,7

5
4

2
0
,3

3
1

2
0
,2

3
7

2
5
,1

0
1

2
8
0
,7

1
5

▲
 2

.8
1
7
2
,5

8
9

1
9
,1

2
4

8
9
,0

0
2

8
8
,6

5
8

8
8
,8

8
1

３
１

年
度

7
0
,7

3
2

▲
 4

.4
4
1
,9

2
0

9
,0

2
7

1
9
,7

8
5

1
9
,6

4
3

2
5
,0

9
3

2
7
6
,3

3
6

▲
 1

.6
1
6
8
,1

4
9

1
7
,3

3
7

9
0
,8

5
0

9
0
,4

5
2

9
0
,1

1
6

２
　

年
度

6
6
,5

2
2

▲
 6

.0
3
9
,5

7
0

8
,5

0
8

1
8
,4

4
4

1
8
,2

1
9

2
4
,6

2
8

2
9
0
,0

3
1

5
.0

1
7
2
,4

0
1

2
4
,4

4
7

9
3
,1

8
3

9
2
,4

3
7

1
0
1
,5

0
2

３
　

年
度

6
4
,3

8
5

▲
 3

.2
3
8
,2

4
2

7
,3

5
9

1
8
,7

8
4

1
8
,5

5
2

2
3
,3

0
1

2
7
9
,7

6
9

▲
 3

.5
1
6
3
,3

0
3

2
2
,3

8
0

9
4
,0

8
6

9
3
,2

8
1

9
6
,2

6
6

４
　

年
度

6
3
,0

1
0

▲
 2

.1
3
7
,3

4
0

6
,7

1
1

1
8
,9

5
9

1
8
,7

4
6

2
3
,3

2
2

2
7
8
,9

2
8

▲
 0

.3
1
6
1
,7

3
7

2
0
,3

7
0

9
6
,8

2
1

9
5
,9

7
6

9
5
,7

3
6

５
　

年
度

6
2
,6

4
5

▲
 0

.6
3
7
,5

8
8

6
,1

2
5

1
8
,9

3
2

1
8
,7

1
4

2
3
,5

4
2

2
7
5
,8

1
3

▲
 1

.1
1
6
1
,8

6
5

1
8
,5

0
4

9
5
,4

4
4

9
4
,5

9
9

9
6
,0

4
6

５
年

度
月

平
均

5
,2

2
0

▲
 0

.6
3
,1

3
2

5
1
0

1
,5

7
8

1
,5

6
0

1
,9

6
2

2
2
,9

8
4

▲
 1

.1
1
3
,4

8
9

1
,5

4
2

7
,9

5
4

7
,8

8
3

8
,0

0
4

５
年

　
４

月
6
,8

1
6

▲
 2

.3
4
,0

1
9

2
9
6

2
,5

0
1

2
,4

6
4

2
,3

6
3

2
4
,1

2
7

▲
 1

.6
1
4
,4

6
1

8
8
2

8
,7

8
4

8
,7

0
1

8
,0

6
7

　
５

月
5
,2

4
2

▲
 2

.7
3
,1

2
9

3
1
6

1
,7

9
7

1
,7

8
0

1
,8

1
7

2
3
,8

5
6

▲
 2

.9
1
4
,1

3
6

8
4
1

8
,8

7
9

8
,7

9
5

7
,9

0
6

６
月

5
,0

1
9

▲
 2

.8
3
,0

2
0

4
5
1

1
,5

4
8

1
,5

3
8

1
,8

1
2

2
3
,6

4
8

▲
 2

.9
1
3
,8

1
8

1
,0

6
6

8
,7

6
4

8
,6

8
8

7
,8

9
3

７
月

4
,8

7
9

8
.5

2
,9

5
2

5
2
7

1
,4

0
0

1
,3

8
2

1
,8

2
4

2
2
,8

7
1

▲
 0

.3
1
3
,4

2
8

1
,3

1
0

8
,1

3
3

8
,0

6
3

7
,7

2
0

８
月

4
,3

2
3

▲
 4

.3
2
,8

0
1

2
2
0

1
,3

0
2

1
,2

8
4

1
,5

2
5

2
2
,2

9
0

▲
 1

.0
1
3
,2

5
0

1
,2

0
9

7
,8

3
1

7
,7

5
8

7
,5

1
0

９
月

4
,4

7
2

▲
 0

.6
2
,9

7
9

4
4

1
,4

4
9

1
,4

3
4

1
,4

7
1

2
1
,7

6
6

▲
 0

.5
1
3
,2

4
8

8
0
9

7
,7

0
9

7
,6

3
6

7
,1

6
2

１
０

月
4
,5

5
2

1
.5

2
,9

9
5

9
3

1
,4

6
4

1
,4

4
9

1
,4

9
1

2
1
,1

4
0

▲
 1

.2
1
3
,0

8
6

3
6
6

7
,6

8
8

7
,6

2
2

6
,7

1
4

１
１

月
4
,7

7
3

4
.5

2
,8

7
2

5
0
8

1
,3

9
3

1
,3

7
6

1
,8

6
9

2
1
,0

3
7

▲
 0

.5
1
2
,8

3
0

6
5
1

7
,5

5
6

7
,4

9
2

6
,8

6
6

１
２

月
5
,9

5
4

4
.8

2
,6

5
7

2
,0

8
0

1
,2

1
7

1
,1

8
9

3
,0

4
7

2
2
,4

7
3

1
.1

1
2
,5

4
5

2
,6

6
9

7
,2

5
9

7
,1

9
0

8
,4

7
0

６
年

　
１

月
6
,1

3
9

▲
 0

.4
3
,5

1
2

1
,0

4
1

1
,5

8
6

1
,5

6
7

2
,6

0
2

2
4
,1

0
6

0
.3

1
3
,1

1
8

3
,6

2
6

7
,3

6
2

7
,2

9
5

9
,5

9
4

２
月

5
,3

2
5

0
.3

3
,3

4
0

3
4
3

1
,6

4
2

1
,6

2
9

1
,9

4
1

2
4
,9

5
6

0
.1

1
3
,8

1
8

3
,4

7
1

7
,6

6
7

7
,6

0
4

9
,7

8
3

３
月

5
,1

5
1

▲
 1

0
.5

3
,3

1
2

2
0
6

1
,6

3
3

1
,6

2
2

1
,7

8
0

2
3
,5

4
3

▲
 3

.4
1
4
,1

2
7

1
,6

0
4

7
,8

1
2

7
,7

5
5

8
,3

6
1

６
年

　
４

月
6
,8

9
4

1
.1

4
,1

0
6

2
8
2

2
,5

0
6

2
,4

7
9

2
,4

8
0

2
3
,9

0
8

▲
 0

.9
1
4
,4

1
5

8
4
3

8
,6

5
0

8
,5

8
0

8
,0

9
0

　
５

月
5
,6

5
3

7
.8

3
,3

0
6

4
4
0

1
,9

0
7

1
,8

8
5

2
,0

9
6

2
4
,3

6
7

2
.1

1
4
,4

6
5

9
3
5

8
,9

6
7

8
,8

9
7

8
,2

9
1

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
７

年
　

１
月

２
月

３
月

５
年

度
合

計
1
2
,5

4
7

4
.1

7
,4

1
2

7
2
2

4
,4

1
3

4
,3

6
4

4
,5

7
6

4
8
,2

7
5

0
.6

2
8
,8

8
0

1
,7

7
8

1
7
,6

1
7

1
7
,4

7
7

1
6
,3

8
1

（
資

料
）
　

青
森

労
働

局
職

業
安

定
部

職
業

安
定

課
「
職

業
安

定
業

務
統

計
」
。

（
注

）
　

新
規

学
卒

を
除

く
。

「
う

ち
常

用
」
、

「
う

ち
臨

時
季

節
」
、

「
う

ち
中

高
年

」
は

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
除

く
。

職
　

　
業

　
　

紹
　

　
介

　
　

状
　

　
況

　
　

（
 １

 ～
 求

職
 ）

新
　

　
　

規
　

　
　

求
　

　
　

職
　

　
　

者
　

　
　

数
月

　
　

間
　

　
有

　
　

効
　

　
求

　
　

職
　

　
者

　
　

数

全
 数

 計
全

 数
 計

（
単

位
：
人

、
％

）

-
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 -
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令
和

６
年

５
月

区
　

　
　

分
対

 前
 年

 う
 ち

 う
 ち

 う
 ち

対
 前

 年
 う

 ち
 う

 ち
 う

 ち
同

 期
 比

常
  

  
用

臨
時

季
節

パ
ー

ト
タ

イ
ム

う
ち

常
用

同
 期

 比
常

  
  

用
臨

時
季

節
パ

ー
ト

タ
イ

ム
う

ち
常

用
新

　
　

規
有

　
　

効
２

６
年

度
1
1
6
,4

6
4

1
.6

5
9
,9

7
3

1
0
,1

7
5

4
6
,3

1
6

3
8
,1

6
8

2
9
2
,9

3
6

3
.9

1
5
3
,6

1
3

2
2
,9

1
8

1
1
6
,4

0
5

9
7
,4

8
2

1
.1

6
0
.8

1
２

７
年

度
1
2
4
,2

8
0

6
.7

6
3
,4

2
1

1
0
,4

4
5

5
0
,4

1
4

4
1
,3

6
1

3
1
7
,6

2
4

8
.4

1
6
4
,7

4
5

2
3
,3

3
3

1
2
9
,5

4
6

1
0
8
,3

9
3

1
.3

4
0
.9

5
２

８
年

度
1
3
1
,8

9
3

6
.1

6
8
,9

9
7

1
1
,2

6
2

5
1
,6

3
4

4
1
,6

5
1

3
4
4
,1

7
2

8
.4

1
8
2
,5

6
4

2
6
,9

4
1

1
3
4
,6

6
7

1
1
0
,1

8
2

1
.5

7
1
.1

3
２

９
年

度
1
3
7
,5

7
5

4
.3

7
4
,9

5
5

1
0
,3

3
5

5
2
,2

8
5

4
3
,1

1
6

3
6
6
,5

1
9

6
.5

2
0
2
,6

7
9

2
4
,9

3
9

1
3
8
,9

0
1

1
1
6
,0

9
3

1
.7

5
1
.2

7
３

０
年

度
1
3
4
,3

4
6

▲
 2

.3
7
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8
7

▲
 7

.4
1
,0

9
3

8
2

8
1
2

7
4
2

2
0
.5

7
.6

2
,0

6
1

▲
 6

.8
1
,1

3
1

8
5

8
4
5

7
6
8

3
5
6

2
9
.9

8
.6

　
５

月
1
,8

9
8

▲
 4

.4
1
,0

5
5

9
5

7
4
8

6
7
0

2
0
.9

7
.3

1
,9

6
5

▲
 6

.7
1
,0

7
9

9
5

7
9
1

7
0
2

4
0
2

3
4
.8

8
.1

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
７

年
　

１
月

２
月

３
月

５
年

度
合

計
3
,8

8
5

▲
 6

.0
2
,1

4
8

1
7
7

1
,5

6
0

1
,4

1
2

2
0
.7

7
.4

4
,0

2
6

▲
 6

.7
2
,2

1
0

1
8
0

1
,6

3
6

1
,4

7
0

7
5
8

3
2
.1

8
.3

職
　

　
業

　
　

紹
　

　
介

　
　

状
　

　
況

　
　

（
 ３

 ～
 充

足
 ・

 就
職

 ）

充
　

　
　

　
　

　
　

　
　

足
　

　
　

　
　

　
　

　
　

数
就

　
　

　
　

　
　

職
　

　
　

　
　

　
件

　
　

　
　

　
　

数

全
 数

 計
全

 数
 計

充
　

　
足

　
　

率
就

　
　

職
　

　
率

（
単

位
：
人

、
％

）

（
資

料
）
　

青
森

労
働

局
職

業
安

定
部

職
業

安
定

課
「
職

業
安

定
業

務
統

計
」
。

（
注

 １
）
　

新
規

学
卒

を
除

く
。

「
う

ち
常

用
」
、

「
う

ち
臨

時
季

節
」
は

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
除

く
。

（
注

 ２
）
　

就
職

件
数

の
「
う

ち
受

給
者

」
は

基
本

手
当

受
給

者
で

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
除

く
。
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当
　

月
前

年
同

月
増

減
率

当
　

月
前

年
同

月
当

　
月

前
年

同
月

当
　

月
前

年
同

月
増

減
率

当
　

月
前

年
同

月
当

　
月

前
年

同
月

④
／

①

1
9
4

1
8
3

6
.0

6
9

6
4

4
9

4
0

7
7

6
8

1
3
.2

2
9

2
3

1
9

1
2

3
9
.7

0
1
6

▲
 1

0
0
.0

0
1
2

0
4

2
0

-
2

0
0

0
-

1
,3

1
1

1
,2

3
7

6
.0

1
,2

5
9

1
,1

6
3

3
2

3
1

1
5
1

1
3
4

1
2
.7

1
3
6

1
1
7

5
1
3

1
1
.5

6
8
8

7
6
0

▲
 9

.5
4
9
0

5
3
0

1
5
8

1
7
6

1
9
1

2
1
0

▲
 9

.0
1
3
6

1
2
8

4
7

6
9

2
7
.8

3
3
3

3
7
9

▲
 1

2
.1

1
6
1

2
2
8

1
3
7

1
2
2

9
2

1
1
2

▲
 1

7
.9

4
8

6
2

3
6

3
7

2
7
.6

5
3

3
8

3
9
.5

4
6

2
9

7
9

1
6

2
1

▲
 2

3
.8

1
2

1
1

4
1
0

3
0
.2

1
6

1
8

▲
 1

1
.1

1
6

1
5

0
3

9
5

8
0
.0

9
5

0
0

5
6
.3

2
2

3
2

▲
 3

1
.3

2
2

3
2

0
0

3
1

2
0
0
.0

3
0

0
1

1
3
.6

1
5

8
8
7
.5

1
5

6
0

2
4

8
▲

 5
0
.0

3
5

1
3

2
6
.7

1
0

8
2
5
.0

9
8

1
0

6
3

1
0
0
.0

5
3

1
0

6
0
.0

3
2

2
6

2
3
.1

3
0

2
5

1
0

8
6

3
3
.3

8
6

0
0

2
5
.0

1
6

1
8

▲
 1

1
.1

1
6

1
7

0
0

3
6

▲
 5

0
.0

3
6

0
0

1
8
.8

7
1

7
9

▲
 1

0
.1

6
8

7
8

3
1

1
1

1
3

▲
 1

5
.4

1
1

1
2

0
1

1
5
.5

1
7

2
1

▲
 1

9
.0

1
5

1
9

2
2

4
2

1
0
0
.0

4
2

0
0

2
3
.5

1
8

6
2
0
0
.0

1
6

4
0

2
4

4
0
.0

4
3

0
1

2
2
.2

3
3

3
5

▲
 5

.7
2
7

2
6

6
8

2
1

9
1
3
3
.3

1
6

4
5

5
6
3
.6

1
4

6
8

▲
 7

9
.4

1
4

3
1

0
2
1

7
1
5

▲
 5

3
.3

7
8

0
7

5
0
.0

1
0

1
4

▲
 2

8
.6

7
4

1
5

0
1

▲
 1

0
0
.0

0
0

0
1

-
2
6

8
2
2
5
.0

2
6

7
0

0
2

3
▲

 3
3
.3

2
1

0
2

7
.7

2
2

0
.0

2
1

0
1

1
1

0
.0

1
0

0
1

5
0
.0

9
8

1
2
.5

6
4

3
4

6
3

1
0
0
.0

5
0

1
3

6
6
.7

5
9

7
1

▲
 1

6
.9

4
9

6
3

5
8

1
2

1
8

▲
 3

3
.3

9
1
2

2
1

2
0
.3

4
2
9

4
2
2

1
.7

3
6
2

3
5
1

3
4

6
4

9
2

8
7

5
.7

7
7

6
7

1
1

1
9

2
1
.4

1
,1

2
2

1
,3

5
5

▲
 1

7
.2

5
6
3

6
1
7

5
5
3

7
0
6

2
5
5

2
6
4

▲
 3

.4
1
1
8

1
1
4

1
3
3

1
4
5

2
2
.7

2
9
0

3
3
1

▲
 1

2
.4

2
2
2

2
2
2

6
7

8
5

9
5

8
5

1
1
.8

6
2

5
2

3
0

3
0

3
2
.8

8
3
2

1
,0

2
4

▲
 1

8
.8

3
4
1

3
9
5

4
8
6

6
2
1

1
6
0

1
7
9

▲
 1

0
.6

5
6

6
2

1
0
3

1
1
5

1
9
.2

7
9

8
4

▲
 6

.0
6
4

6
3

4
1
0

6
7

▲
 1

4
.3

2
2

4
5

7
.6

7
8

9
8

▲
 2

0
.4

4
9

5
7

2
9

3
9

1
5

2
1

▲
 2

8
.6

8
1
1

7
9

1
9
.2

1
5
7

1
8
3

▲
 1

4
.2

9
7

1
4
5

4
2

2
3

3
7

3
6

2
.8

1
8

1
7

9
1
6

2
3
.6

4
8
6

6
4
5

▲
 2

4
.7

1
9
5

2
2
0

2
8
6

3
9
1

9
2

1
1
3

▲
 1

8
.6

3
5

3
6

5
7

7
6

1
8
.9

1
6
0

1
9
3

▲
 1

7
.1

5
2

8
3

1
0
3

7
8

3
5

4
2

▲
 1

6
.7

1
4

1
6

2
1

2
6

2
1
.9

3
2
6

4
5
2

▲
 2

7
.9

1
4
3

1
3
7

1
8
3

3
1
3

5
7

7
1

▲
 1

9
.7

2
1

2
0

3
6

5
0

1
7
.5

2
9
6

3
2
0

▲
 7

.5
1
5
3

1
4
2

1
3
0

1
5
2

4
8

4
9

▲
 2

.0
1
3

2
3

3
2

2
5

1
6
.2

1
6
5

1
3
8

1
9
.6

6
7

5
6

9
4

8
0

4
2

4
3

▲
 2

.3
1
1

1
7

2
9

2
4

2
5
.5

2
,3

7
6

2
,2

6
0

5
.1

1
,5

6
0

1
,4

4
7

7
8
9

7
9
4

4
7
9

4
6
4

3
.2

2
9
3

2
8
8

1
8
0

1
7
3

2
0
.2

7
1
3

5
7
9

2
3
.1

5
0
3

3
9
6

2
0
7

1
7
6

1
4
3

1
3
3

7
.5

9
6

9
1

4
5

4
1

2
0
.1

1
,6

5
7

1
,6

7
2

▲
 0

.9
1
,0

5
1

1
,0

4
4

5
8
2

6
1
6

3
3
3

3
2
7

1
.8

1
9
4

1
9
3

1
3
5

1
3
2

2
0
.1

1
0
7

6
2

7
2
.6

3
5

3
3

6
5

2
1

3
5

3
7

▲
 5

.4
1
3

1
0

2
1

2
6

3
2
.7

1
,3

6
6

1
,2

1
9

1
2
.1

7
0
5

6
5
1

4
2
7

3
5
4

2
5
4

2
5
8

▲
 1

.6
1
2
9

1
2
4

1
1
3

1
1
8

1
8
.6

1
5
9

1
3
4

1
8
.7

4
1

2
8

1
0
7

8
9

1
0
4

1
7
3

▲
 3

9
.9

2
1

3
5

7
8

1
2
6

6
5
.4

9
,0

8
1

9
,1

9
5

▲
 1

.2
5
,7

6
4

5
,6

4
6

2
,8

0
7

2
,9

8
6

1
,8

9
8

1
,9

8
5

▲
 4

.4
1
,0

5
5

1
,0

2
4

7
4
8

8
6
0

2
0
.9

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

医
療

,
福

祉

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

サ
ー

ビ
ス

業
(

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

)

鉱
業

，
採

石
業

，
砂

利
採

取
業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

運
輸

業
，

郵
便

業

食
料

品
製

造
業

，
飲

料
・

た
ば

こ
・

飼
料

製
造

業

繊
維

工
業

金
属

製
品

製
造

業

⑥
 パ

ー
ト

タ
イ

ム
⑤

 常
  
  
 用

令
和

６
年

５
月

輸
送

用
機

械
器

具
製

造
業

情
報

通
信

業

②
 常

  
  
 用

産
 業

 別
 新

 規
 求

 人
 ・

 充
 足

 状
 況

  
（
 新

 規
 学

 卒
 を

 除
 く

 ）

④
 充

  
  
  
足

  
  
  
数

①
 新

  
規

  
求

  
人

  
数

充
 足

 率
③

 パ
ー

ト
タ

イ
ム

（
単

位
:人

、
％

）

区
分

電
気

機
械

器
具

製
造

業

そ
の

他
の

製
造

業

卸
売

業

卸
売

業
，

小
売

業

木
材

・
木

製
品

製
造

業
（
家

具
を

除
く

）
家

具
･

装
備

品
製

造
業

農
，

林
，

漁
業

は
ん

用
・

生
産

用
機

械
器

具
製

造
業

業
務

用
機

械
器

具
製

造
業

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス
・

電
子

回
路

製
造

業

情
報

通
信

機
械

器
具

製
造

業

宿
泊

業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

パ
ル

プ
・

紙
・

紙
加

工
品

製
造

業

印
刷

・
同

関
連

業

化
学

工
業

，
石

油
製

品
・
石

炭
製

品
製

造
業

，
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
，

ゴ
ム

製
品

製
造

業

窯
業

・
土

石
製

品
製

造
業

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

小
売

業

金
融

業
，

保
険

業

鉄
鋼

業
，

非
鉄

金
属

製
造

業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

教
育

，
学

習
支

援
業

（
資

料
）
　

青
森

労
働

局
職

業
安

定
部

職
業

安
定

課
「
職

業
安

定
業

務
統

計
」
。

（
注

）
　

①
新

規
求

人
数

（
②

＋
③

＋
臨

時
・
季

節
）
、

④
充

足
数

（
⑤

＋
⑥

＋
臨

時
・
季

節
）
。

合
計

医
療

業

社
会

保
険

・
社

会
福

祉
・

介
護

事
業

公
務

（
他

に
分

類
さ

れ
る

も
の

を
除

く
）

・
そ

の
他
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③ 求
人

倍
率

当
　

月
前

年
同

月
増

減
率

当
　

月
前

年
同

月
当

　
月

前
年

同
月

増
減

率
当

　
月

前
年

同
月

②
／

①
当

　
月

前
年

同
月

増
減

率
当

　
月

前
年

同
月

④
／

①

5
7

▲
 2

8
.6

0
1

1
7

1
9

▲
 1

0
.5

0
0

3
.4

0
2

4
▲

 5
0
.0

0
0

4
0
.0

5
1
8

5
0
5

2
.6

1
6
9

1
5
9

1
,5

4
3

1
,3

3
3

1
5
.8

3
5
3

2
8
8

2
.9

8
2
3
3

2
7
2

▲
 1

4
.3

7
3

1
0
1

4
5
.0

3
4

2
5

3
6
.0

2
3

2
4
5

2
4
1

1
.7

2
5

7
.2

1
1
4

8
7
5
.0

0
0

4
1
.2

1
6

3
2

▲
 5

0
.0

2
0

3
4

5
3

▲
 3

5
.8

2
2

2
.1

3
7

5
4
0
.0

0
0

4
3
.8

1
6
8

1
4
1

1
9
.1

7
1

5
2

4
2
0

3
4
2

2
2
.8

1
4
7

1
0
4

2
.5

0
7
4

6
7

1
0
.4

1
9

1
7

4
4
.0

1
2
4

1
3
3

▲
 6

.8
4
2

5
6

4
1
0

3
6
5

1
2
.3

9
4

9
7

3
.3

1
6
6

8
3

▲
 2

0
.5

2
3

2
1

5
3
.2

1
,0

2
5

9
4
9

8
.0

3
2
4

3
0
6

7
8
2

6
9
4

1
2
.7

2
3
9

1
7
0

0
.7

6
3
1
7

3
1
0

2
.3

1
1
5

1
3
4

3
0
.9

8
9
1

8
4
1

5
.9

2
8
0

2
7
3

5
6
0

4
4
0

2
7
.3

2
0
1

1
3
0

0
.6

3
2
3
6

2
3
0

2
.6

9
9

1
0
2

2
6
.5

5
6

3
4

6
4
.7

1
0

8
1
0
8

1
1
7

▲
 7

.7
1
7

1
1

1
.9

3
2
6

2
1

2
3
.8

6
7

4
6
.4

2
6
1

2
9
7

▲
 1

2
.1

9
9

1
0
7

7
2
9

9
2
0

▲
 2

0
.8

3
0
3

4
6
6

2
.7

9
9
9

9
8

1
.0

4
8

4
9

3
7
.9

5
7
8

5
7
3

0
.9

2
3
2

2
3
7

1
,8

1
3

1
,9

4
7

▲
 6

.9
7
9
0

8
9
1

3
.1

4
3
5
6

3
8
2

▲
 6

.8
1
7
4

1
9
2

6
1
.6

1
8
8

1
9
5

▲
 3

.6
9
3

1
0
3

3
2
7

3
1
1

5
.1

1
8
3

1
9
0

1
.7

4
1
0
5

1
1
5

▲
 8

.7
7
0

7
5

5
5
.9

8
4
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5
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0
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0
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4
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9
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0
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8

1
9

2
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1

2
2
3

3
.6

4
3

3
1

3
.9

2
4
2

5
6
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 2
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1
2

2
8

7
1
.2

8
2

8
0

2
.5

2
8

3
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1
5
7

1
2
0
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0
.8

5
5
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8

1
.9

1
4
5

4
0
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2
.5

1
5

1
5

5
4
.9

3
6
8

3
3
6

9
.5

9
1

7
9

8
6
7

9
8
8
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 1

2
.2

1
6
7

1
6
6

2
.3

6
1
7
2

2
1
7

▲
 2

0
.7

4
4

5
5

4
6
.7

4
5

4
1

9
.8

2
5

1
2
1

1
5
5

▲
 2

1
.9

1
4

2
.6

9
2
0

2
8

▲
 2

8
.6

1
1

4
4
.4

1
4
5

1
2
3

1
7
.9

5
9

5
1

3
5
4

3
9
5

▲
 1

0
.4

1
4
7

1
2
7

2
.4

4
1
0
3

1
1
6

▲
 1

1
.2

3
9

4
0

7
1
.0

8
5

8
6

▲
 1

.2
1
7

1
7

6
3

6
8

▲
 7

.4
6

2
2

0
.7

4
1
8

1
7

5
.9

3
6

2
1
.2

2
1
6

2
5
4

▲
 1

5
.0

3
2

4
3

5
2
8

5
0
7

4
.1

4
4

6
3

2
.4

4
1
1
8

1
0
5

1
2
.4

8
1
3

5
4
.6

1
4
5

1
5
8

▲
 8

.2
9

1
6

7
7
1

6
7
8

1
3
.7

4
1
0

5
.3

2
8
2

8
1

1
.2

1
1

5
6
.6

3
9

3
9

0
.0

2
4

1
8
2

1
5
5

1
7
.4

0
0

4
.6

7
1
9

1
1

7
2
.7

0
1

4
8
.7

6
5

6
6

▲
 1

.5
5

6
3
3
3

2
9
6

1
2
.5

1
0

5
.1

2
3
8

4
5

▲
 1

5
.6

1
0

5
8
.5

7
5
2

6
6
6

1
2
.9

4
1
4

3
6
2

8
2
0

8
7
0

▲
 5

.7
4
9
6

5
1
0

1
.0

9
3
1
5

3
2
3

▲
 2

.5
2
1
2

2
1
1

4
1
.9

1
,1

8
2

1
,0

4
2

1
3
.4

4
6
9

4
1
9

0
0

-
0

0
-

0
0

-
0

0
-

5
,1

9
1

4
,9

0
9

5
.7

1
,8

8
5

1
,7

8
0

8
,2

5
8

8
,2

9
9

▲
 0

.5
2
,4

9
4

2
,6

5
3

1
.5

9
1
,7

8
1

1
,8

8
8

▲
 5

.7
7
0
2

7
9
9

3
4
.3

職
業

別
常

用
新

規
求

職
・
求

人
・
就

職
状

況
  

（
新

規
学

卒
を

除
く
 ）

（
単

位
:人

、
％

）

区
分

①
 新

 規
 求

 職
 者

 数
 ②

 新
  
規

  
求

  
人

  
数

④
 就

  
 職

  
 件

  
 数

⑤
就

職
率

パ
 ー

 ト
 タ

 イ
 ム

パ
 ー

 ト
 タ

 イ
 ム

パ
 ー

 ト
 タ

 イ
 ム

建
築

・
土

木
・

測
量

技
術

者

情
報

処
理

・
通

信
技

術
者

保
健

師
，

助
産

師
，

看
護

師

社
会

福
祉

専
門

職
業

従
事

者

管
理

的
職

業
従

事
者

専
門

的
・

技
術

的
職

業
従

事
者

事
務

従
事

者

一
般

事
務

従
事

者

会
計

事
務

従
事

者

販
売

従
事

者

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者

建
設

従
事

者
（
建

設
躯

体
工

事
従

事
者

を
除

く
）

土
木

従
事

者

飲
食

物
調

理
従

事
者

接
客

・
給

仕
職

業
従

事
者

保
安

職
業

従
事

者

農
林

漁
業

従
事

者

生
産

工
程

従
事

者

製
品

製
造

・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
）

令
和

６
年

５
月

運
搬

・
清

掃
・

包
装

等
従

事
者

分
類

不
能

従
事

者

合
計

（
資

料
）
　

青
森

労
働

局
職

業
安

定
部

職
業

安
定

課
「
職

業
安

定
業

務
統

計
」
。

（
注

）
　

③
の

「
求

人
倍

率
」
は

原
数

値
。

製
品

製
造

・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く

）

機
械

組
立

従
事

者

輸
送

・
機

械
運

転
従

事
者

建
設

・
採

掘
従

事
者

-
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0
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対
前

年
比

対
前

年
比

対
前

年
比

対
前

年
比

(千
円

)
対

前
年

比
(千

円
)

対
前

年
比

対
前

年
比

(千
円

)
対

前
年

比

３
０

年
度

2
4
,0

5
1

▲
 0

.3
3
5
9
,1

5
4

0
.4

2
1
,5

6
6

1
.0

4
,8

8
5

▲
 4

.0
6
,3

1
2
,3

2
6

▲
 3

.2
6
8
2
,4

6
8

2
5
.9

9
,5

3
3

▲
 1

0
.0

1
,7

9
6
,4

0
2

▲
 9

.5

３
１

年
度

2
3
,8

4
5

▲
 0

.9
3
5
9
,8

8
9

0
.2

2
1
,7

6
3

0
.9

4
,9

4
8

1
.3

6
,4

8
5
,4

3
6

2
.7

7
4
0
,8

1
9

8
.5

8
,7

8
1

▲
 7

.9
1
,6

8
7
,4

2
9

▲
 6

.1

２
 年

度
2
3
,6

9
6

▲
 0

.6
3
5
7
,2

1
4

▲
 0

.7
2
2
,7

1
3

4
.4

5
,5

5
6

1
2
.3

7
,5

3
7
,5

8
3

1
6
.2

9
1
8
,8

5
3

2
4
.0

7
,8

2
2

▲
 1

0
.9

1
,5

0
2
,9

5
0

▲
 1

0
.9

３
 年

度
2
3
,5

7
0

▲
 0

.5
3
5
4
,0

1
8

▲
 0

.9
2
1
,0

7
8

▲
 7

.2
5
,4

3
4

▲
 2

.2
7
,4

3
7
,0

8
1

▲
 1

.3
9
6
9
,5

9
7

5
.5

7
,2

7
6

▲
 7

.0
1
,3

8
1
,6

1
1

▲
 8

.1

４
 年

度
2
3
,3

8
8

▲
 0

.8
3
5
0
,1

2
4

▲
 1

.1
2
0
,0

6
0

▲
 4

.8
5
,2

2
0

▲
 4

.0
7
,1

1
7
,0

5
4

▲
 4

.3
1
,0

0
2
,0

5
7

3
.3

6
,6

4
5

▲
 8

.7
1
,2

6
1
,1

7
6

▲
 8

.7

５
 年

度
2
3
,1

6
3

▲
 1

.0
3
4
5
,9

9
9

▲
 1

.2
2
2
,3

8
5

1
1
.6

5
,1

3
7

▲
 1

.6
7
,1

4
1
,3

8
9

0
.3

1
,1

0
7
,3

9
1

1
0
.5

6
,1

6
4

▲
 7

.2
1
,1

9
0
,0

1
3

▲
 5

.6

５
年

　
４

月
2
3
,2

8
3

▲
 0

.8
3
4
5
,3

3
5

▲
 1

.3
3
,4

4
5

7
.1

4
,5

5
0

▲
 5

.0
4
9
1
,1

1
8

▲
 5

.1
1
6
5
,9

7
1

1
3
.3

1
6
5

▲
 2

6
.0

4
1
,9

2
6

▲
 1

6
.8

　
　

  
５

月
2
3
,3

0
2

▲
 0

.8
3
4
8
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1
9

▲
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.3
2
,5

1
1

1
.3

5
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4
7

▲
 0
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5
8
9
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5

6
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1
6
1
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4

1
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1
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▲
 1

4
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3
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▲
 3
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６
月

2
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▲
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8
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▲
 1
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1
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▲
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1

▲
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8
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9

▲
 3
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7
,6

6
3
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▲
 4

.8
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6
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▲
 1

8
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７
月

2
3
,2

8
3

▲
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4
8
,3

2
1

▲
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.3
1
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3
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▲
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.9
6
1
2
,7

4
3

▲
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月
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▲
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6
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5
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月
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 2

0
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 1
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月
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▲
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▲
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0
4

▲
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▲
 4
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▲
 2

6
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１

月
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▲
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▲
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▲
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6

▲
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1
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3
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4
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2
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1
.6

5
4
1
,5

2
6

7
.6

7
5
,8

1
2

2
.1

3
8
8

5
.7

1
7
6
,3

7
4

▲
 1

4
.1

３
月

2
3
,0

7
0

▲
 1

.0
3
4
1
,0

8
1

▲
 1

.1
1
,5

1
9

▲
 1

1
.1

4
,5

1
1

▲
 5

.4
5
2
2
,9

1
2

▲
 1

0
.8

6
9
,2

2
1

▲
 3

.9
1
8
5

▲
 1

0
.2

7
1
,6

3
2

1
.6

６
年

　
４

月
2
3
,0

2
4

▲
 1

.1
3
3
9
,6

7
2

▲
 1

.6
3
,3

4
7

▲
 2

.8
4
,9

4
8

8
.7

5
3
4
,4

4
5

8
.8

2
0
5
,2

5
2

2
3
.7

1
7
3

4
.8

4
8
,8

3
3

1
6
.5

　
　

  
５

月
2
3
,0

2
8

▲
 1

.2
3
4
2
,7

8
5

▲
 1

.5
2
,9

3
5

1
6
.9

5
,5

1
2

9
.2

6
6
3
,4

6
4

1
2
.6

1
5
9
,5

1
4

▲
 1

.4
4
6
5

1
1
.2

4
4
,6

7
5

▲
 2

4
.4

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月

１
１

月

１
２

月

７
年

　
１

月

２
月

３
月

雇
　

　
用

　
　

保
　

　
険

　
　

業
　

　
務

　
　

取
　

　
扱

　
　

状
　

　
況

②
　

　
給

　
　

付
　

　
額

①
受

給
資

格
決

定
件

数

１
 ．

 適
用

事
業

所
数

２
 ．

 被
 保

 険
 者

 数
４

　
．

　
特

　
　

例
　

　
一

　
　

時
　

　
金

③
　

　
給

　
　

付
　

　
額

④
高

齢
者

給
付

金

令
和

６
年

５
月

（
注

 ３
）
　

「
３

－
①

受
給

資
格

決
定

件
数

｣は
｢高

年
齢

者
｣を

含
み

、
速

報
値

で
あ

り
、

修
正

が
あ

り
得

る
。

（
資

料
）
　

青
森

労
働

局
職

業
安

定
部

職
業

安
定

課
「
雇

用
保

険
事

業
統

計
」
。

（
注

 １
）
　

年
度

分
の

う
ち

「
１

.適
用

事
業

所
数

」
、

「
２

.被
保

険
者

数
」
、

「
３

－
②

.受
給

者
実

人
員

｣は
月

平
均

の
数

値
。

区
　

　
　

分

（
注

 ２
）
　

各
月

分
の

う
ち

「
１

.適
用

事
業

所
数

」
、

「
２

.被
保

険
者

数
」
は

月
末

現
在

の
数

値
。

　

３
　

．
　

基
　

　
本

　
　

手
　

　
当

　
（
　

基
　

本
　

分
　

）

②
受

給
者

実
人

員
①

受
給

資
格

決
定

件
数

-
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1
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局
  
  
  
計

青
  
  
  
  
  
森

八
  
  
  
  
  
戸

弘
  
  
  
  
  
前

む
  
  
  
  
  
つ

野
  
 辺

  
 地

五
 所

 川
 原

三
　

　
　

沢
十

　
和

　
田

黒
  
  
  
  
  
石

5
,6

5
3

1
,3

2
0

1
,1

9
3

1
,1

2
7

2
5
9

1
5
9

5
8
7

3
2
4

2
7
6

4
0
8

求
新

う
 ち

  
常

  
  
用

5
,1

9
1

1
,2

9
8

1
,1

7
9

9
2
4

2
5
5

1
5
8

4
9
3

3
1
8

2
7
2

2
9
4

う
 ち

 中
 高

 年
3
,4

4
8

7
5
8

7
0
8

7
1
2

1
5
7

1
0
9

3
8
2

1
7
6

1
6
7

2
7
9

規
6
,8

9
4

1
,6

1
2

1
,4

5
6

1
,2

1
7

3
6
7

2
5
5

7
3
2

4
6
5

3
8
0

4
1
0

5
,2

4
2

1
,2

6
5

1
,1

6
9

1
,0

1
0

2
4
0

1
6
4

5
3
5

2
8
0

2
6
1

3
1
8

2
4
,3

6
7

5
,9
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月

前
　

年
　

同
　

月

前
　

　
　

　
　

　
月

率
前

　
年

　
同

　
月

（
資

料
）
　

青
森

労
働

局
職

業
安

定
部

職
業

安
定

課
「
職

業
安

定
業

務
統

計
」
。

（
注

 １
）
　

就
職

率
＝

就
職

件
数

÷
新

規
求

職
×

１
０

０
。

（
注

 ２
）
　

「
求

人
倍

率
」
は

原
数

値
。

就
当

　
　

　
　

　
　

月

前
 年
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職
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介
　

状
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５
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前
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単
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、
％
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（
注

）
　

季
節

調
整

値
計

算
（
季

節
調

整
値

替
え

）
は

､毎
年

過
去

１
年

分
の

デ
ー

タ
が

揃
う

年
初

に
行

わ
れ

､季
節

調
整

済
系

列
が

改
定

さ
れ

る
。

（
資

料
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業
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定
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務
統

計
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青 森
岩 手

宮 城
秋 田

山 形
福 島

茨 城
栃 木

群 馬
埼 玉

千 葉
東 京

神 奈 川

新 潟
富 山

石 川
福 井

山 梨
長 野

岐 阜
静 岡

愛 知
三 重

滋 賀
京 都

大 阪
兵 庫

奈 良
和 歌 山

鳥 取
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岡 山
広 島

山 口
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香 川
愛 媛

高 知
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長 崎

熊 本
大 分
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鹿 児 島

沖 縄
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7月4日 (木) 第2合同庁舎

15:00 1階共用会議室

7月22日 (月) 第2合同庁舎

13:30 1階共用会議室

7月29日 (月) 第2合同庁舎

11:00 1階共用会議室

8月5日 (月) ４階会議室

13:30 控室：2階会議室

8月7日 (水) ４階会議室

10:00 控室：2階会議室

8月8日 (木) ４階会議室

10:00 控室：2階会議室

（予備日）

8月9日 (金) ４階会議室

13:00 控室：2階会議室

（予備日）

8月19日 (月) 第2合同庁舎

10:30 1階共用会議室

8月9日 (金) ４階会議室

15:00
控室：2階会議室

8月27日 (火) 第2合同庁舎

13:30
1階共用会議室

8月19日 (月) 第2合同庁舎

14:00
1階共用会議室

9月4日 (水) 第2合同庁舎

13:30 1階共用会議室

令和6年10月13日発効

令和6年10月5日発効

＜第６回専門部会で結審した場合＞

第 ３ 回 本 審
地 域 最 賃 答 申

産 別 必 要 性 の 有 無 諮 問
（ 小 委 員 会 設 置 ）

第 ４ 回 本 審
異 議 申 出 の 諮 問 ・ 答 申

第６回専門部会
金 額 審 議

（　　予　　　備　　）

＜第４回専門部会または第５回専門部会で結審した場合＞

第 ３ 回 本 審
地 域 最 賃 答 申

産 別 必 要 性 の 有 無 諮 問
（ 小 委 員 会 設 置 ）

第 ４ 回 本 審
異 議 申 出 の 諮 問 ・ 答 申

第４回専門部会
金 額 審 議

（　　結　　　審　　）

第５回専門部会
金 額 審 議

（　　予　　　備　　）

第 ２ 回 本 審
目 安 の 伝 達

第２回専門部会
金 額 審 議

第３回専門部会
金 額 審 議

第１回専門部会
組　　　　織　　　　会

意　　　　見　　　　聴　　　　取

令和６年度青森地方最低賃金審議会開催日程（案）　

第 １ 回 本 審
諮 問

専 門 部 会 設 置

日 程 調 整
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※
赤
字
が
今
般
の
主
な
見
直
し
内
容

目
安
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
全
員
協
議
会
報
告
（
令
和
５
年
４
月
６
日
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
了
承
）
の
ポ
イ
ン
ト

2

３
．
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
け
る
目
安
審
議
に
用
い
る
参
考
資
料

技
術
的
な
見
直
し
を
行
っ
た
。

１
．
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
け
る
目
安
審
議
の
在
り
方

(１
)あ

る
べ
き
水
準

最
低
賃
金
の
あ
る
べ
き
水
準
を
定
め
る
こ
と
及
び
定
め
る
場
合
の
水
準
に
つ
い
て
は
意
見
の
一
致
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
引
き
続
き
労

使
で
議
論
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

(２
)政

府
方
針
へ
の

配
意
の
在
り
方

目
安
審
議
に
お
い
て
は
、
時
々
の
事
情
と
し
て
政
府
方
針
も
勘
案
さ
れ
て
い
る
が
、
最
賃
法
に
基
づ
く
３
要
素
（
労
働
者
の
生
計
費
、

賃
金
、
通
常
の
事
業
の
賃
金
支
払
能
力
）
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
労
使
で
丁
寧
に
議
論
を
積
み
重
ね
て
目
安
を
導
く
こ
と
が
非
常
に
重
要
。

(３
)議

事
の
公
開

議
論
の
透
明
性
の
確
保
と
率
直
な
意
見
交
換
を
阻
害
し
な
い
と
い
う
２
つ
の
観
点
を
踏
ま
え
、
公
労
使
三
者
が
集
ま
っ
て
議
論
を
行
う

部
分
に
つ
い
て
は
、
公
開
す
る
こ
と
が
適
当
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

２
．
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
け
る
審
議
に
関
す
る
事
項

(１
)目

安
の
位
置
付

け
目
安
は
、
地
賃
の
審
議
に
お
い
て
全
国
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
配
慮
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
参
考
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
地
賃
の
審
議
を

拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。

(２
)ラ

ン
ク
制
度
の

在
り
方
（
ラ
ン
ク
区

分
の
見
直
し
を
含

む
）

○
ラ
ン
ク
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。

○
4
7
都
道
府
県
の
総
合
指
数

（
※
）
の
差
が
縮
小
傾
向
で
あ
る
こ
と
や
、
ラ
ン
ク
区
分
の
数
が
多
け
れ
ば
そ
の
分
ラ
ン
ク
ご
と
に
目
安
額

の
差
が
生
じ
、
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
差
が
開
く
可
能
性
が
高
く
な
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
ラ
ン
ク
数
は
４
か
ら
３
に
見
直
す
。

○
ラ
ン
ク
の
振
り
分
け
に
つ
い
て
は
、
特
に
地
域
間
格
差
の
拡
大
抑
制
・
ラ
ン
ク
間
の
適
用
労
働
者
数
の
偏
り
の
是
正
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

・
３
ラ
ン
ク
に
変
化
す
る
こ
と
に
よ
る
影
響
を
で
き
る
だ
け
軽
減
す
る
必
要
性
、
Ａ
ラ
ン
ク
の
地
域
数
が
増
え
て
き
た
と
い
う
こ
れ
ま

で
の
経
緯
及
び
直
近
の
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
状
況
も
踏
ま
え
、
現
行
の
ラ
ン
ク
と
の
継
続
性
を
重
視
し
、
Ａ
ラ
ン
ク
の
地
域
は
現
行

の
Ａ
ラ
ン
ク
と
同
じ
と
し
、

・
ラ
ン
ク
間
の
適
用
労
働
者
数
の
偏
り
を
で
き
る
だ
け
是
正
す
る
た
め
、
Ａ
ラ
ン
ク
の
適
用
労
働
者
数
と
Ｂ
ラ
ン
ク
の
適
用
労
働
者
数

は
同
程
度
と
す
る

等
の
考
え
方
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
決
定
。

(３
)発

効
日

発
効
日
と
は
審
議
の
結
果
で
決
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
最
賃
法
に
お
い
て
も
公
労
使
で
議
論
し
て
決
定
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
周
知
す
る
こ
と
が
適
当
。

４
．
今
後
の
見
直
し
に
つ
い
て

概
ね
５
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
い
、
令
和
1
0
年
度
（
2
0
2
8
年
度
）
を
目
途
に
、
当
該
見
直
し
の
結
果
に
基
づ
い
て
目
安
審
議
を
行
う
こ
と
が
適
当
。

※
賃
金
動
向
を
は
じ
め
と
す
る
1
9
指
標
を
総
合
化
し
た
指
数
。
各
都
道
府
県
の
経
済
実
態
と
み
な
し
、
従
来
か
ら
各
ラ
ン
ク
へ
の
振
り
分
け
に
用
い
て
い
る
。
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青森地方最低賃金審議会運営規程 

 
規程制定 昭和３４年７月２４日 

改  正 省        略 

改  正 平成１４年４月２３日 

改  正 平成１５年７月２９日 

改  正 令和 ３年７月 ２日 

 

第１条   青森地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、

最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、この規程の定

めるところによる。 

 

第２条   審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたとき

のほか、青森労働局長、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者

代表委員及び公益代表委員各１人以上を含む３人以上の委員から開催

の請求があったとき、会長が招集する。 

    ２ 前項の規定により青森労働局長又は委員が会議の開催を請求しよう

とする場合には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１

週間前までに、会長に通知しなければならない。 

    ３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合

のほか、少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に

通知するとともに、青森労働局長に通知するものとする。 

 

第３条   会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、

又は細目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会等を設け

ることができる。 

 

第４条   委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、そ

の旨を会長に適当な方法で通知しなければならない。 

    ２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あら

かじめ会長に適当な方法で通知しなければならない。 

 

第５条   会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

    ２ 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受け

るものとする。 

    ３ 審議会は、会長が必要があると認めたときは、委員でない者の説明

又は意見を聴くことができる。 

 

第６条   会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個

人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の
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権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換

若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、

会長は、会議を非公開とすることができる。 

    ２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるな

ど必要な措置をとることができる。 

 

第７条   会議の議事については、議事録を作成する。 

    ２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開す

ることにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個

人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料の一部又は全部を

非公開とすることができる。 

    ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものと

する。 

 

第８条   会長は、審議会が議決を行ったときは、答申書又は議決書をそれぞ

れ議事録の写しを付してその都度青森労働局長に送付するものとする。 

 

第９条   この規程に定めるもののほか、小委員会等の議事運営に関し必要な

事項は、小委員会等の長が当該小委員会等に諮って定める。 

 

第１０条   この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 

  この規程は平成１５年７月２９日から施行する。 

附 則 

  この規程は令和３年７月２日から施行する。 
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青森地方最低賃金審議会運営規程 

 
規程制定 昭和３４年７月２４日 

改  正 省        略 

改  正 平成１４年４月２３日 

改  正 平成１５年７月２９日 

改  正 令和 ３年７月 ２日 

改  正 令和 ６年●月 ●日 

 

第１条   青森地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、

最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、この規程の定

めるところによる。 

 

第２条   審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたとき

のほか、青森労働局長、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者

代表委員及び公益代表委員各１人以上を含む３人以上の委員から開催

の請求があったとき、会長が招集する。 

    ２ 前項の規定により青森労働局長又は委員が会議の開催を請求しよう

とする場合には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１

週間前までに、会長に通知しなければならない。 

    ３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合

のほか、少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に

通知するとともに、青森労働局長に通知するものとする。 

 

第３条   会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、

又は細目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会等を設け

ることができる。 

 

第４条   会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音

声の送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話をすること

ができるシステムをいう。次項においても同じ。）を利用する方法によ

って、会議に出席することができる。  

    ２ テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金

審議会令第５条第２項及び第３項に規定する会議への出席に含めるも

のとする。 

    ３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、そ

の旨を会長に適当な方法で通知しなければならない。 

    ４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あら

かじめ会長に適当な方法で通知しなければならない。 

第５条   会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
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    ２ 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受け

るものとする。 

    ３ 審議会は、会長が必要があると認めたときは、委員でない者の説明

又は意見を聴くことができる。 

 

第６条   会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個

人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の

権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換

若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、

会長は、会議を非公開とすることができる。 

    ２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるな

ど必要な措置をとることができる。 

 

第７条   会議の議事については、議事録を作成する。 

    ２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開す

ることにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個

人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料の一部又は全部を

非公開とすることができる。 

    ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものと

する。 

 

第８条   会長は、審議会が議決を行ったときは、答申書又は議決書をそれぞ

れ議事録の写しを付してその都度青森労働局長に送付するものとする。 

 

第９条   この規程に定めるもののほか、小委員会等の議事運営に関し必要な

事項は、小委員会等の長が当該小委員会等に諮って定める。 

 

第１０条   この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 

  この規程は平成１５年７月２９日から施行する。 

附 則 

  この規程は令和３年７月２日から施行する。 

附 則 

  この規程は令和６年●月●日から施行する。 
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関係法令一覧 

 

○最低賃金法 

 

(専門部会等) 

第二十五条  最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させ  

るため、専門部会を置くことができる。 

 

2  最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専 

門部会を置かなければならない。 

 

3  専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員 

及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 

 

4  第二十三条第一項及び第四項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。 

 

5  最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合 

においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとす 

る。 

 

6  最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、 

関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。 

 

 

○最低賃金審議会令 

 

(会議) 

第五条  審議会の会議は、会長が招集する。 

 

2  審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)の三分の二以 

上又は労働者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨

時委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員をい

う。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨

時委員のうち関係使用者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員をい

う。)及び公益関係委員(中央最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時

委員のうち公益を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員をいう。)の各三

分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 
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3  審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)で会 

議に出席したものの過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

(最低賃金専門部会) 

第六条  最低賃金法第二十五条第一項又は第二項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低

賃 

金専門部会」という。)の委員及び臨時委員(地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会にあつて 

は、委員)の数は、九人以内とする。 

 

2  中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、中央最低賃金審  

議会の委員及び臨時委員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

 

3  中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき関係労働者を代表する臨時委員、関係  

使用者を代表する臨時委員及び公益を代表する臨時委員の数は、各同数とする。 

 

4  第三条の規定は、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会の関係労働者を代表する委員及 

び関係使用者を代表する委員の任命について準用する。この場合において、同条第一項中「関係労働 

組合又は関係使用者団体」とあるのは「関係者(関係者の団体を含む。)」と、同条第二項中「推薦」と 

あるのは「推薦(都道府県労働局長が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候 

補者に係る推薦を除く。)」と読み替えるものとする。 

 

5  審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもつて審議会の決議 

とすることができる。 

 

6  前条の規定は、最低賃金専門部会について準用する。この場合において、中央最低賃金審議会に置 

かれる最低賃金専門部会については、同条第二項中「中央最低賃金審議会」とあるのは「中央最低賃 

金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表 

する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるもの 

とし、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同項中「地方最低賃金審議会」 

とあるのは「地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とある 

のは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する 

委員」と読み替えるものとする。 

 

7  最低賃金専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、これを廃止するものとす 

る。 
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